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平成２０年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会会議録

平成２０年２月２５日第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を大仙市大曲交流センター

第１研修室に招集した。

１．平成２０年２月２５日（月）午後３時００分 開会

１．平成２０年２月２５日（月）午後４時５９分 閉会

１．出席した議員は次のとおりである。

１番 大坂義徳 ２番 藤井春雄 ３番 佐藤峯夫 ４番 伊藤福章

５番 佐藤芳雄 ６番 橋村 誠 ７番 藤原万正 ８番 泉 繁夫

９番 藤田君雄 １０番 門脇一男 １１番 門脇健郎 １２番 武藤 威

１３番 北村 稔 １４番 佐藤文子 １５番 田口喜義 １６番 熊谷良夫

計 １６名

１．地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は、次のとおりである。

管理者 栗林次美 副管理者 石黒直次 副管理者 松田知己

副管理者 鎌田榮治 監査委員 坂本昇一

消防長 佐藤富男 消防次長 伊藤正勝 大曲消防署長 高橋庄孝

角館消防署長 加藤範行 消防総務課長 伊藤和美

後三年更生園長 進藤恭助 角間川更生園長 佐藤仁志 介護保険事務所長 佐々木勝

管理課長 小松英昭 管理課主幹 堂本義則 管理課主査 久米 正

管理課主査 藤原忠臣 介護保険事務所主幹 樫尾正義

１．会議の書記は、次のとおりである。 管理課 堂本義則

１．本会議に提出した議案は、次のとおりである。

（１）議案第 １号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

（２）議案第 ２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

（３）議案第 ３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

（４）議案第 ４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

（５）議案第 ５号 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例の制定について

（６）議案第 ６号 公益法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員の派遣等に関する条例の

制定について

（７）議案第 ７号 大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人の助成に関する条例の制定に

ついて

（８）議案第 ８号 後三年更生園の法人移行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて



- 2 -

（９）議案第 ９号 平成１９年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算（第２号）

（10）議案第１０号 平成１９年度大曲仙北広域後三年更生園特別会計補正予算（第２号）

（11）議案第１１号 平成１９年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計補正予算（第２号）

（12）議案第１２号 平成１９年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計補正予算

（第１号）

（13）議案第１３号 平成１９年度大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算（第２号）

（14）議案第１４号 平成１９年度大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負担金の一部変更に

ついて

（15）議案第１５号 平成２０年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予算

（16）議案第１６号 平成２０年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計予算

（17）議案第１７号 平成２０年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計予算

（18）議案第１８号 平成２０年度大曲仙北広域介護保険特別会計予算

（19）議案第１９号 平成２０年度大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負担金について

議 長 （大坂義徳君）

これより平成二十年第一回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を開会いたしま

す。管理者から「招集のあいさつ」があります。

管 理 者 （栗林次美君）

本日、平成２０年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を招集いたしました

ところ、議員各位におかれましてはご多忙のところご参集をいただき、誠にありがと

うございます。

今次定例会でご審議をお願いする案件は、あらかじめ送付させていただいている議

案書及び説明資料のとおり、条例案８件、補正予算５件、単行案２件及び平成２０年

度当初予算４件の合計１９件であります。各案件につきまして、よろしくご審議のう

え、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

この場をお借りして、諸般の報告及び本年度主要事業の進捗状況並びに平成２０年

度の主要事業の概要についてご報告をさせていただきます。はじめに、平成２０年度

当初予算の概要について申し上げます。

一般会計と３特別会計を合わせた平成２０年度当初予算の総額は１４９億５０７万

５，０００円であり、経常的な経費を極力切りつめたものの、前年度当初比較で３億

５，２１８万２，０００円、率にして２．４２％の増となっております。これは、一

般会計では、４月１日付けで社会福祉法人運営となる現後三年更生園に対する助成経

費として民生費に約８，１００万円を計上したことや、仮称西分署の本体建築工事費

， 、 、等の計上により消防費が約８ ８００万円増額となったこと 介護保険特別会計では

各種介護サービス給付費の伸びが見込まれることにより保険給付費が約２億２，５０

０万円伸びることや、生活機能評価事業が新たに加わることなどによる地域支援事業
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費の増額が約１億６，３００万円見込まれることなどによるものであります。これに

より、財政調整基金を１億円取り崩しても、構成市町の負担金は、総額で４２億３，

０１２万９，０００円となり、前年度当初と比較して３億６３６万９，０００円、率

． 。 、にして７ ８１％増加するものであります 数字上は大きな伸びを示しておりますが

これは、仮称西分署建設事業の財源を組合による起債ではなく、元利償還金が後年度

交付税算入される各構成市町の合併特例債に求めたことや、地域包括支援センターの

人件費を国・県の補助対象となる介護保険の地域支援事業費に計上したことなどによ

るものであり、これらを差し引いた実質的な構成市町の負担増は６，４００万円程度

となるものでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。

なお、議案審議において、鎌田副管理者が当初予算についてご説明申し上げますの

で、よろしくお願い申し上げます。

次に、消防関係について申し上げます。

仮称西分署庁舎の造成工事及び庁舎の設計委託につきましては、造成工事を昨年１

１月８日に、設計委託を本年１月２８日に契約を締結し、いずれも３月末日までに完

了する予定としております。事業内容でありますが、消防団の訓練用地を含めた敷地

面積４，３８２㎡を造成し、庁舎の延べ面積を１・２階合わせて６５０．７㎡と予定

しているほか、訓練施設を延べ面積１２０．９㎡とし、３層階に無線塔を建設する予

定となっております。

平成２０年度の主な事業として、西分署の庁舎建設工事及び訓練施設建設工事並び

に外構工事と庁用備品の購入を予定しております。

次に、消防職員の採用についてでありますが、平成２０年度は５名を採用すること

としておりますが、このうち２名が女性職員であることから、消防本部庁舎を一部改

修し、女性専用の更衣室を設ける予定としております。

また、消防職員が火災などの消火作業時に着用する防火衣につきましては、貸与か

ら２０年以上経過し老朽化が著しく、耐熱効果も損なわれているため、職員の安全確

保を図るため、１００着をリースで更新する予定としております。

次に、県の行政改革の一環として懸案となっておりました、秋田県消防協会大仙市

仙北市美郷町支部事務を県の振興局から市町村等に移行させることにつきましては、

支部を構成する２市１町で協議検討した結果、消防団の指導的立場にある広域消防本

部内に支部事務局を新たに設置することとして、本年４月１日からの開設に向け、準

備作業を進めているところであります。

また、平成２０年１０月１５・１６日の両日、総務省消防庁及び推進協議会が主催

となり、秋田県、大仙市及び当組合が共催する緊急消防援助隊北海道・東北ブロック

、 、 、の合同訓練が 大仙市の雄物川大曲河川敷運動公園を会場に 訓練参加隊数１６８隊

参加人員６４５名で、夜間の野営訓練を含めて実施される予定であり、消防団や市民

等の訓練参観者数は約２千人を予定しているところであります。
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次に、すでにご案内を差し上げておりますが、本年は自治体消防が発足してから６

、 、０周年を迎える年であり 総務省においても記念式典が挙行される予定でありますが

当広域組合においても３月５日に大曲中央公民館において記念式典を挙行し、当広域

消防発足時から永年にわたりご協力をいただきました団体・個人の皆様に感謝状を贈

り感謝の意を表したいと考えております。議員各位には、消防職員の士気高揚のため

ご臨席を賜りますようお願い申し上げます。

次に、斎場関係について申し上げます。

斎場施設につきましては、中央斎場の階段が危険とのご指摘を受けましたので、昨

年１２月に階段両側の壁に手摺りを設置いたしております。

中央斎場は、昭和５３年に建築され、築後３０年が経過し老朽化が進んでおり、同

じく老朽化が著しい大仙市が管理運営している西仙北斎場との統合も視野に入れなが

、 。ら 将来の建て替えに向けて協議・検討していかなければならないと考えております

なお、平成２０年度末に職員１名が定年退職となり、その後任となる者の見習い期

間が必要となりますので、当初予算に６カ月間の臨時職員賃金を計上させていただい

ております。

次に、休祭日救急医療センター関係について申し上げます。

地域の休祭日における救急医療体制整備のため、昭和５４年に当時の大曲市保健セ

ンター建設と同時に開設した休祭日救急医療センターにつきましては、先般、医師を

派遣していただいている大曲仙北医師会から、諸般の事情により業務を仙北組合総合

病院に移して行いたいとの申出がなされ、現在、医師会、病院と協議を行っていると

ころであり、本日の本会議終了後、議員全員協議会を開催していただき、これまでの

経緯・経過についてご報告申し上げ、ご協議賜りたいと考えておりますのでよろしく

お願い申し上げます。

なお、平成２０年度当初予算に移管計画対応のための運営委員会委員報酬を計上さ

せていただいております。

次に、更生園関係について申し上げます。

始めに、角間川更生園につきましては、新年度において男子棟・女子棟・食堂の網

戸の更新と車椅子利用者が増加したことによる車椅子対応のトイレ改修工事を予定し

ております。

次に、後三年更生園についてでありますが、４月から後三年更生園を設置運営して

いくこととなる社会福祉法人「水交会」の職員採用１次試験が去る２月２３日、大曲

交流センターを会場に実施されております。構成市町の広報、ハローワーク及びホー

ムページを通じ広く公募した結果、５名程度の募集人員に対し、応募者数３９名、受

験者数は３６名と伺っており、３月６日に１次試験の合格発表、３月１３日の２次試

験を経て、３月１９日には最終合格者が決定される予定であります。

なお、今次定例会において、昨年１２月に開催の議員全員協議会でご説明申し上げ
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ました、法人移行に伴う関係条例を上程させていただいているほか、平成２０年度当

初予算に新規法人への補助金や貸付金に関する経費を計上させていただいております

ので、よろしくお願いいたします。

最後に、介護保険関係について申し上げます。

平成２０年１月分データによる状況でありますが、管内６５歳以上の第１号被保険

者は４万４，８１８人、要介護認定者７，３０３人、サービス利用者５，９０９人で

あり、前年同月比で被保険者は２０２人、０．５％、要介護認定者は１５７人、２．

２％、サービス利用者は２１８人、３．８％のそれぞれ増となっており、第１号被保

険者の認定率は１６．３％、うちサービス利用者の割合は８１．０％となっておりま

す。

平成１９年度は、総務費と介護給付費については減額、地域支援事業費、基金積立

金、諸支出金等については増額が見込まれるため、今次定例会において予算の補正を

お願いしております。

また、平成２０年度に見直しされる構成市町の高齢者福祉計画と合わせて策定する

、 、第４期介護保険事業計画に反映させるため さらには両計画の整合性を図る観点から

現在、合同で管内の一般高齢者・介護認定者からそれぞれ３，０００人を無作為に抽

出し、合計６，０００人を対象としたアンケート調査を実施しております。

平成２０年度では、各構成市町が設置している地域包括支援センターに関し、広域

の委託を受け実施する介護予防支援業務や包括的支援事業などの安定的な運営に資す

るため、増員に係る人件費及び老人保健事業から移行される生活機能評価事業に係る

経費など必要な財源の確保に配意しております。

このほか、認定業務においては、新規申請等の調査が保険者の義務実施となること

に対応するため、新たに認定調査員３名を嘱託職員として採用する予定であります。

制度の運用面では、政令の改正により、保険者の判断により引き続き実施すること

が可能となった介護保険料増加に対する激変緩和措置について、平成２０年度も継続

してまいりたいと考えており、所要の条例改正をお願いしております。

また、これまで利用者が施工業者に改修費用全額を支払った後で、その９割分を利

用者に支給する「償還払い」方式となっていた住宅改修費につきましては、保険者が

直接施工業者に支払うことができる「受領委任払い」方式の選択ができるよう所要の

要綱を制定し、利用者の一時的な経済的負担の軽減に資するように努めてまいりたい

と思います。

以上で、招集の挨拶並びに諸般の状況についての報告を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

議 長 （大坂義徳君）

これより本日の会議を開きます。

出席議員は、定足数に達しております。
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本日の議事は「日程第１号」をもって進めます。

それでは、日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会

議規則第６７条の規定により、議長において１１番 門脇健郎君、１２番 武藤 威

君、１３番 北村 稔君 を指名いたします。

日程第２ 「会期の決定」を議題といたします。お諮りいたします。今期定例会の

会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声）「

ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしました。

それでは日程第３「議案第１号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 、日程第４「議案第２号 職員の育児休業等に関する条」

例の一部を改正する条例の制定について 、日程第５「議案第３号 特別職の職員で」

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について 、日」

程第６「議案第４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 、日程第７「議案第５号 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例の一部」

を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 、日程第８「議案第６号 公」

」、益法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員の派遣等に関する条例の制定について

日程第９「議案第７号 大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人の助成に関する条例

の制定について 、日程第１０「議案第８号 後三年更生園の法人移行に伴う関係条」

例の整備に関する条例の制定について」の８件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。小松管理課長。

管理課長 （小松英昭君）

それでは、議案第１号から第８号までを一括してご説明申し上げます。

始めに「議案第１号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」ご説明申し上げます。

本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴い、新しい勤

務形態の職員が導入できることになったこと等により、条例に必要な事項を加える改

正を実施しようとするものであります。

改正の内容でありますが、現在、職員は、３歳に満たない子を養育するため、当該

子が３歳に達する日まで育児休業をすることができることとされておりますが、地方

公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律が昨年８月１日から施行され

たことに伴いまして、育児休業ができる期間が小学校就学前までに延長されることと

なったことから、当該職員が職務を完全に離れることなく育児を行うことができるよ

う、１カ月以上１年未満の期間に限り、週２０時間、２４時間、又は２５時間を勤務

時間として、常勤職員のまま短時間の勤務を認める「育児短時間勤務制度」を導入す

る条文を加えるとともに、この育児短時間勤務により処理することができなくなる業

務に従事させるため、非常勤の「任期付短時間勤務職員」を採用することができるよ

う所要の条文を加えるほか、これら職員の１週間の勤務時間、週休日、年次有給休暇
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の付与日数等について規定するものでございます。

また、昨年の第２回定例会で条例を議決をいただき、本年４月から「再任用制度」

を導入することとしておりますが、これに伴い地方公務員法で規定する再任用短時間

勤務職員の勤務時間、週休日、年次有給休暇の付与日数等についても規定する必要が

、 。 、 、ありますので 併せて所要の改正を実施するものであります なお 条例の施行日は

本年４月１日としております。

次に「議案第２号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」ご説明申し上げます。

本案は、議案第１号でご説明申し上げました地方公務員の育児休業等に関する法律

の一部改正に伴いまして、本組合職員の育児休業等に関する条例について、所要の改

正を実施するものでございます。

改正の主な内容でありますが、１点目として、再度の育児休業ができる特別の事情

として、職員の負傷や疾病、或いは身体上又は精神上の障害により育児休業の承認を

取り消された後に回復した場合と、育児休業終了後、その職員の配偶者が３カ月以上

当該子を養育した場合の２つの事情を追加するものであります。２点目として、育児

休業をした職員の職務復帰後における号給の調整につきましては、これまで育児休業

をしていた期間の１／２の期間を引き続き勤務したものとみなすこととしておりまし

たが、これを全期間にまで拡大する改正を行うものでございます。３点目として、今

回新設する育児短時間勤務制度及び短時間勤務制度における勤務の形態に関する規

定、また、それぞれの制度に係る承認手続き等についての規定を追加するとともに、

両制度が適用され、新たな勤務形態となる職員に係る給与条例の適用について規定す

るほか、所要の文言の整理などを行うものであります。なお、条例の施行日は、本年

４月１日からであります。

「議案第３号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」でございますけれども、本案は、当組合の専任の副管理

者の給料月額を引き下げるため、所要の改正を実施するものであります。

当組合の専任の副管理者の給料月額は、大仙市の常勤監査委員の給料月額に合わせ

ております。大仙市においては逼迫する財政事情を反映し、特別職の給料月額を減額

する措置を講じており、当組合でも今年度から同様の措置を採っているところであり

ますけれども、大仙市においては平成２０年度も減額措置を継続する予定としている

ことから、当組合におきましても専任の副管理者の給料月額を２万５，０００円引き

下げ、月額５７万９，０００円とする減額措置をさらに１年間継続しようとするもの

でございます。

次に「議案第４号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」ご説明申し上げます。

本案は、平成１９年度人事院勧告の趣旨に鑑み、給料表及び扶養手当の改定を行う

ための所要の改正を行うほか、再任用職員の給与に関する規定を加える改正を実施し

ようとするものであります。

改正の内容でありますが、人事院勧告に関する改正につきましては、給料表の改正

におきまして、１級が１．１％、２級が０．６％、３級が０．１％弱、４級以上は改
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定なしと、主に若年層に限定した俸給月額の引上げを行うほか、扶養手当の改正にお

きましては、子等に係る扶養手当の額を月額６，０００円から５００円引き上げ、月

額６，５００円とするものでございます。次に、再任用職員の給与に関する規定とし

て、地方公務員法の規定に準じ、給料、通勤手当、期末・勤勉手当を支給し、扶養手

当、住居手当、寒冷地手当は支給しないこととする規定を追加するほか、給料表に再

任用職員に係る給料月額を追加するものでございます。なお、条例の施行は、公布の

日からとしておりますけれども、人事院勧告に関する部分は本年１月１日から適用す

ることとするほか、再任用職員に関する規定につきましては、再任用条例の施行日に

合わせ、本年月１日からとしております。なお、今回の人事院勧告におきましては、

期末手当の支給月数を引き上げることも盛り込まれておりますけれども、県内各市町

村の実施状況等を踏まえ、現行のまま据え置くこととしております。

次に「議案第５号 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。

本案は、平成１７年の税制改正に伴い、介護保険料が急激に上昇しないよう実施し

ている激変緩和措置を平成２０年度も継続するため、この措置が規定された平成１８

年の一部改正条例に所要の改正を加えるものであります。

平成１７年の税制改正に伴い、それまで市町村民税が非課税であった方が、課税扱

いとなり、急激に介護保険料が上昇した方々がおりますけれども、この急激な保険料

の上昇を避けるため、平成１８年度と１９年度の２年間で段階的に正規の保険料に近

づけるという激変緩和措置を講じております。しかしながら、それにもかかわらず保

険料の上昇額が予想以上に大きかったため、国では、平成２０年度も保険者の判断に

よりまして、同様の激変緩和措置を継続できるとした政令を昨年１２月に公布してお

り、当組合におきましては、他の保険者の動向も勘案し、当該激変緩和措置を継続す

ることとしたものでございます。

改正の内容でありますが、税制改正を受けた保険料段階が第４段階及び第５段階と

なる方の平成２０年度保険料額を平成１９年度と同額に据え置くものであり、平成１

８年の一部改正条例の附則にその旨の規定を加える内容となっております。なお、条

例の施行日は、本年４月１日であります。

次に「議案第６号 公益法人等への大曲仙北広域市町村圏組合職員の派遣等に関す

る条例の制定について」ご説明申し上げます。

本案は、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づき、組合

職員を他の団体に派遣することに係る必要な事項について条例規定しようとするもの

であります。

議員の皆様にはすでにご説明申し上げておりますとおり、現在の後三年更生園の設

置経営を引き継ぐこととなる社会福祉法人が、本年４月１日に設立されますが、現在

後三年更生園に勤務している広域の正規職員については、一旦退職し法人職員となる

職員や臨時・嘱託職員を除いて、新規法人への派遣の形態をとり、引き続き勤務して

いただく必要があります。そのため、法律の規定に基づき、当組合においても、条例

、 。を整備いたしまして 当該派遣に関する必要な事項を定めようとするものであります
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条例の主な内容でありますが、１点目として、職員の派遣先となる団体を、社会福

祉法人及びその目的や業務の性質等を総合的に勘案し、人的援助を行うことが必要と

認められる団体とし、当該団体に派遣することができる職員の種類を規定することと

するものであります。２点目として、派遣職員の給与及び復帰時の処遇について規定

するものでございまして、基本的には職員の給与は派遣先団体で支給することが法律

に定められておりますが、特に公務性の高い業務に従事する職員については、派遣元

である組合が支給することができるという規定を設けるほか、派遣職員が組合に復帰

する場合、所要の調整を行うことができる旨を規定するものでございます。３点目と

して、現在のところ当組合に直接関係はありませんが、法律で求められている、特例

、 、として職員派遣が認められる特定法人 出資法人や株式会社などでありますけれども

これに係る退職派遣者の採用等に関する事項や特定法人との間で取り決めておかねば

ならない福利厚生に関する事項、勤務状況に関する報告等について規定する内容とな

っております。条例の施行日は、本年４月１日とするものであります。

「議案第７号 大曲仙北広域市町村圏組合社会福祉法人の助成に関する条例の制

定について」ご説明申し上げます。

本案は、本年４月に設立される新規社会福祉法人の健全な運営ができるよう助成を

していく必要があることから、社会福祉法第５８条第１項の規定に基づき、必要な事

項を条例規定しようとするものでございます。

、 、議案第６号でもご説明申し上げましたが 後三年更生園事業の引き受け法人として

本年４月に設立される新規社会福祉法人に対しましては、その健全な運営が担保され

るよう、設立当初の運用財産、支援費に含まれている人件費と派遣職員の人件費との

間に開きがあるためその差額分、平成２１年度に予定されている移転改築に関連する

費用などについて助成をしていく必要があります。社会福祉法の規定では、助成を行

うためには条例の規定が必要である旨が明記されており、今般、新たに設立される社

会福祉法人に対する助成の申請手続方法や助成を実施するための審査手続等につい

て、議案記載のとおり、新規に条例を制定し必要な事項を定めようとするものであり

ます。なお、条例の施行日は、本年４月１日としております。

次に「議案第８号 後三年更生園の法人移行に伴う関係条例の整備に関する条例の

制定について」ご説明申し上げます。

本案は、後三年更生園の運営が本年４月１日から社会福祉法人に移行することによ

り、広域組合の公の施設として位置付けがなくなることから、設置条例から同施設を

削除し廃止手続をとるほか、広域の条例の中で規定されている後三年更生園に関する

記述部分を削除しようとするものでございます。

条例の内容でありますが、第１条におきましては、非常勤特別職の報酬及び費用弁

償に関する条例中、嘱託医の報酬額を規定している別表の中から「後三年」の文言を

削除する改正、第２条におきましては、組合特別会計条例中、後三年更生園特別会計
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を削除する改正、第３条におきましては、知的障害者更生施設設置条例中、施設の名

、 「 」 、称 位置及び入所定員から 後三年更生園 の文言を削除する改正を行うものであり

以上の３本の条例の一部改正を一括して行う整備条例として制定いたしまして、本年

４月１日から施行しようとするものでございます。なお、附則におきまして、後三年

更生園特別会計が廃止された以後の未収入及び未支出を整理するため、地方自治法に

規定する５月末日までの出納整理期間と同様の期間を設けております。

以上、議案第１号から議案第８号まで、一括してご説明申し上げましたが、よろし

くご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 （大坂義徳君）

これより、質疑に入ります。議案第六号につきまして質疑の通告がありますので、

発言を許します。１４番 佐藤文子 君。

議 員 （佐藤文子君）

議案第６号、職員の派遣等に関する条例制定に関連してお尋ねしたいと思います。

２点お尋ねいたします。４月の法人化に向けまして、職員の処遇等は決定されている

と思われますけれども、昨年１２月３日の全員協議会で提出されました資料、人件費

運営主体比較シミュレーションの職員数推移に示されている内容が、その後処遇の決

。 、定によってどのような内容になっているものなのか聞きたいと思います 派遣職員数

退職勧奨者数、勧奨に応じて法人に採用された職員数、退職者数、法人の新規採用者

数、臨時職員数の実態についてお知らせ頂きたいと思います。

６号に対する２点目としましては、協議会で示された資料の中には、退職勧奨は５

０歳と記載されていたわけですけれども、この年齢というのは若すぎるのではないか

、 。 、というふうに思いますけれども ５０歳とした根拠についてお尋ねいたします また

法人運営になった場合にも退職年齢とか退職勧奨年齢についてはどのように考えてい

るのかお尋ねいたします。以上２点についてお尋ねいたします。

議 長 （大坂義徳君）

１４番 佐藤文子君の質疑に対する答弁を求めます。副管理者。

副管理者 （鎌田榮治君）

ただ今の佐藤議員の質問に対して私の方からお答えします。

はじめに、法人移行の際の職員の処遇に関するご質問についてでございますけれど

も、昨年１２月の議員全員協議会でお示しいたしました各種のシミュレーションにつ

きましては、利用者と職員の間に構築されている信頼関係をできるだけ損なわないよ

う、また職員の身分等の課題もあり、施設に従事する職員をすべて法人職員とする、

いわゆる完全移行までの期間をおよそ１０年間として、それにかかる経費等を試算し

たものでございます。

ご質問の職員の処遇につきましては、設立初年度の職員の内訳をほぼ確定させた上

で、角間川更生園等を含めた職員構成や年齢などを考慮してシミュレーションしたも
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のであり、翌年度以降これに従った構成、或いはこれよりも前倒しで法人職員を多く

していくよう努力していくこととしております。

設立初年度は、法人運営となることから、組織に事務局長を加えた３１名体制で業

務を行うこととしており、派遣職員１５名、法人職員１２名、パート等の職員４名を

予定しているものであります。なお、退職勧奨に応じた職員は３名であり、このうち

完全退職が１名、法人職員となる職員が２名となっております。また、新たに法人に

採用する職員につきましては、現在も嘱託職員や臨時職員として従事していただいて

いる職員も含めた公募による採用試験を行うこととしており、管理者が行政報告で申

し上げたとおり、すでに１次試験が終わっており、正規職員、臨時職員合わせて１０

名を採用する予定となっております。なお、この法人採用職員の正規職員・臨時職員

の内訳につきましては、試験結果を見て、今後決定するということになります。

次に、退職勧奨についてのご質問でありますが、法人移行を検討する課程において

は、当面は派遣法による職員派遣の手法をとらざるを得ないものの、新規法人には、

できるだけ早期に人件費も含めた自立を促す必要があることから、総合事務組合にお

ける退職手当２％加算が受けられる５０歳以上の希望する職員について、退職後の法

人採用を保証し、年金年齢までの継続雇用を認めることとした上で、勧奨に応じてい

ただけるようお願いすることとしたものであります。

しかしながら、退職勧奨応諾年齢が若年であればあるほど、一般財源いわゆる市町

村負担金で賄わなければならない総合事務組合に対する特別負担金が多額となること

もあり、今後は、先程申し上げたシミュレーションを基本として、財政的な負担をに

らみながら、１０年程度をかけ緩やかに完全な法人運営に移行していくこととしてお

りますので、ご理解を賜りたいと存じます。

なお、法人における退職年齢につきましては、定款により６０歳と定められており

ますが、退職勧奨につきましてはその規定がありませんので、今後法人の経営陣で検

討されるべきものと考えております。また、派遣職員につきましては、身分が広域側

に留保されておりますので、広域側の規定が適用されることとなります。以上でござ

います。

議 長 （大坂義徳君）

１４番、再質問はありませんか。

議 員 （佐藤文子君）

１点だけお願いいたします。法人化移行になっても職員と入所者との信頼関係が損

なわれないようにとのことでおっしゃっているわけですが、臨時職員が現況後三年に

は８名ほどいらっしゃるようですが、こういう方々がいずれすべて法人職員に正規採

用されるということが望ましいわけですけれども、実際今回公募で３６名程の応募が

あり、その中から５名ほどの採用をみているというわけですが、差し引けば現在の臨

時のみなさんのなかで希望者、法人の職員になりたいという方々すべてが法人の職員
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になれるのか、その点どうなっているのかお聞きしたいと思います。

議 長 （大坂義徳君）

１４番 佐藤文子君の質疑に対する答弁を求めます。副管理者。

副管理者 （鎌田榮治君）

現在、１次試験を終わってその結果の集計を委託しているわけでございますけれど

も、すべての現在の臨時職員が正規職員になれるのだという問題につきましては、試

験結果というものもございますので、ここで単に保証するというわけにはいかないと

考えております。願わくば、試験の結果がみなさん上位ランクに来て頂きたいなとは

思っておりますが、全員の正規職員というわけには参らない、可能性があるというこ

とでございますが、現在、臨時職員をしている皆様方につきましては、引き続きの臨

時職員というものには保証していくという考えで現在おるところでございます。

ただし、法人の職員の関係につきましては、必ずしも現在の後三年更生園の臨時職

員が後三年でそのまま臨時になれるかという問題につきましては、若干の職員異動等

もございますので流動性があると考えているところでございます。

議 長 （大坂義徳君）

議案第７号につきましても質疑の通告がありますので、発言を許します。

１４番 佐藤文子 君。

議 員 （佐藤文子君）

議案７号についてお尋ねいたします。１点だけお願いいたします。社会福祉法人の

助成に関する条例制定に関してでありますけれども、今回の議案はあくまでも派遣職

員との支援費に含まれる人件費の差額の補填と、移転改築関連費用の助成と限定され

ているわけですが、職員の処遇、待遇が低下することのないように長期的に最低保障

をしていく必要があるのではないかというふうにお願いをしたいと思うわけです。

２００６年１０月から本格実施された自立支援法では、施設の運営にも大変大きな

影響を及ぼした訳です。それは、報酬単価の引き下げや支払い方法が月単位から日割

り計算になったことで、２億円くらいの規模の施設では１千万円以上の赤字、減収に

なるという報告がなされている訳です。そのために法人施設では職員の賃下げだとか

被正規職員への置き替え、さらにはあまりの低賃金なために辞職者が相次ぐというよ

うなことで、福祉専門職の獲得が困難という状況が全国的に起こっているわけであり

ます。去年の１２月に提出されましたシミュレーションでは全職員が法人職員になっ

た場合には大幅な人件費削減につながるということや、公務員と法人職員の給料比較

表なども示されておりますけれども、すでに全国の法人の入所施設ではデータで申し

上げたような実態が起こっているわけでありますので、今後法人化になった場合、い

ずれ数年の間に法人職員の給料が引き下げられるということだとか、臨時・パートへ

の置きかえだとか、そういった労働条件が悪化していくのではないかということが大
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変心配されるわけです。こうしたことが起こらないように社会福祉法人への助成とい

うもののなかに、こういった観点も含めた長期的な財政保障の助成の考えはないもの

かどうかその辺どのようにお考えなのかお答え願いたいと思います。

議 長 （大坂義徳君）

１４番 佐藤文子君の質疑に対する答弁を求めます。副管理者。

副管理者 （鎌田榮治君）

今回の法人移行につきましては、多様化する障害者福祉に対するニーズに 即応し

まして、行政のしがらみにとらわれない民間の思想・体質を備えた主体的な運営や法

人としての独自性を発揮するべく、迅速な意思決定や柔軟な発想・創意工夫を引き出

そうとするのが、その大きな目的であると認識しております。

法人が自立するまでの間は、障害者支援施設の設置者としての責任から、２カ月

遅れで収入となる支援費相当分として、当初の運用財産３，８００万円の無利子貸

付けと法人の早期経営安定化に資するための寄附金１，０００万円など所要の財政

支援等のバックアップをすることとしておりますが、これら財政支援を定例的に或

いは永続的に行うことにつきましては、むしろ法人移行の目的や独立採算の原則の

観点からいろいろ難点があると思われますので、今のところ考えておらないものでご

ざいます。

たしかに、いろいろ制度が変わってきまして支援費の問題ですとか、日割り計算と

かで、収入の面ではいろいろ厳しいと認識しているわけでございますけれども、国の

方におきましても自立支援法が施行されてすぐそうゆうような問題が提起されて参り

まして、関係協会の方でも改善方を要請している、まだ自立支援法が動いているよう

な状況下でありますので、今後ともいろいろ検討を重ねて、そういった改善を要望し

ていかなければならない点もあると認識はしておりますので、よろしくご理解を賜り

たいというふうに思っております。

議 長 （大坂義徳君）

１４番、再質問はありませんか。

議 員 （佐藤文子君）

人件費や長期的な財政保障は考えておらないということのようでありましたけれど

も、いずれ独立採算になった場合のこういった知的障害者施設での独立採算というも

のがそもそも成り立つのかということが大変心配されるわけです。実際問題入所者の

作業収入が予算に盛り込まれておりますけれども、民間の施設などでは作業収入額を

引き上げるために職員にものすごい労働負担が課せられている事態になっているとい

うこともあります。広域から切り離して独立採算・法人化などでその運営を内部の自

助努力にだけまかせるということは、本当に難しい問題ではないかと思いますので、

長期的な観点からいえば、運営費・助成というものをやはり検討していかなければな

らないのではないかということを要望として申し上げさせていただきます。
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議 長 （大坂義徳君）

他に質疑ありませんか。はい、１５番。

議 員 （田口喜義君）

議案第５号についてですけれども、激変緩和措置ということで２０年度も引き継ぐ

ということですけれども、これによって保険料はどのくらい減収になるのか、昨年１

１月に過誤があったと管理者から報告頂いたんですが、そのことはどうなったのか、

また、この緩和措置は平成２０年までの３年間の措置であったんですが、そうすれば

平成２１年度からの介護保険料の改定はなされるのかどうか伺いたいと思います。

議 長 （大坂義徳君）

１５番田口議員の質疑に対する答弁を求めます。佐々木事務所長。

介護所長 （佐々木勝君）

始めに激変緩和措置の件でありますけれども、該当者が約３，９００名、額にして

約２，３２０万円の減額が見込まれます。それから、美郷町地区の過徴収の件でござ

いますけれども、それにつきましては、年金が支給されました翌月に返還手続きをし

払戻しをしているところでございます。それから２１年度からの介護保険料に関しま

しては、改めて３年間の給付額を計算した後で保険料が決められることになります。

その額が、予想よりかなり高くなった場合には、改めて軽減額、割増料金、減額料

金の軽減を対応できることになっておりますので、来年度保険料が決まってからその

対応を考えていきたいと思っております。

議 長 （大坂義徳君）

１５番。

議 員 （田口喜義君）

金額ではなくて、改定がなされるかということだけお願いします。

介護所長 （佐々木勝君）

保険料につきましては、給付額の１９％の算定で決められております。今のところ

毎年５％、６％の給付費の増額が見込まれておりますので、仮に６％づつ伸びた場合

でも中間の時には１２％の額がそのまま上昇するということが予想されます。いわゆ

， 。る月額基準額４ ５００円か６００円になるのではと思っておるところでございます

議 長 （大坂義徳君）

他に質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

これにて質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第１号」を採決いたします。
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本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第２号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第３号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第４号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第５号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第６号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第７号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第８号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第１１「議案第９号 平成１９年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予

算（第２号 、日程第１２「議案第１０号 平成１９年度大曲仙北広域後三年更生園）」

特別会計補正予算（第２号 、日程第１３「議案第１１号 平成１９年度大曲仙北広）」

域角間川更生園特別会計補正予算（第２号 、日程第１４「議案第１２号 平成１９）」

年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計補正予算（第１号 、日程第１５）」
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「議案第１３号 平成１９年度大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算（第２号 、）」

日程第１６「議案第１４号 平成１９年度大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負担

金の一部変更について」の６件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。小松管理課長。

管理課長 （小松英昭君）

それでは、議案第９号から第１３号までの平成１９年度２月補正予算と、議案第１

４号平成１９年度組合経費に係る負担金の一部変更につきまして、一括してご説明申

し上げます。

議案説明資料５ページの総括表をご覧頂きたいと思います。

平成１９年度最終となる今回の補正予算につきましては、一般会計が１億３，９４

６万４千円、後三年更生園特別会計が２，９２４万２千円、角間川更生園特別会計が

２，１００万７千円、救急医療センター特別会計が２４１万４千円、介護保険特別会

計が１億６，１１７万９千円のそれぞれ増額補正となっており、合計では３億５，３

３０万６千円の増額となり、補正後の予算総額を１４９億２，９８２万１千円とする

ものでございます。

はじめに「議案第９号 平成１９年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算

（第２号 」についてご説明申し上げます。）

補正予算書をご覧の議員の皆様は１ページ、議案説明資料をご覧の皆様は６ページ

からとなります。今回の補正は、消防費につきましては減額、諸支出金につきまして

は増額補正を行うものであります。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億３，９４６万４千円を追加し、補正後

の総額をそれぞれ２６億８，３３０万４千円とするものでございます。

予算の内容につきましては歳入からご説明いたします。補正予算書は７ページから

ご覧願います。１款分担金及び負担金の１，９９４万円の増は、消防費負担金の増額

をお願いするものでございます。内訳は、西分署建築事業の財源を広域の起債から構

成市町起債の合併特例債に変更したことによるものが１，４４２万２千円、共済組合

費負担率の増等によるものが５５１万８千円となっております。３款財産収入の１０

万円の増でありますが、財政調整基金利子の増額分であります。４款繰入金は、１億

１，８１８万９千円の増額であり、財政調整基金に積み立てるための各特別会計から

。 、 ， 、の繰入金であります 内訳は １目後三年更生園特別会計繰入金３ ６１７万５千円

２目角間川更生園特別会計繰入金が１，７７６万円、３目休祭日救急医療センター特

別会計繰入金が２４１万４千円、４目介護保険特別会計繰入金が６，１８４万円のそ

れぞれ増額となっております。５款繰越金は、３，０４０万７千円の増額であり、前

年度繰越金を全額計上するものであります。６款諸収入の１１２万８千円の増は、組

合預金利子の増額分であります。７款組合債は、３，０３０万円の減額であり、その

内訳は、西分署建築事業分として計上していた２，５７０万円が皆減、西木分署配備
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の救急車と東分署配備のポンプ車の更新事業や田沢湖分署配備の災害対策車の新規購

入事業の確定等により４６０万円が減額となったものであります。

、 。 。次に 歳出についてご説明いたします 補正予算書の方は９ページからとなります

５款消防費１項１目常備消防費は、２９０万５千円の増額であります。内訳は、共

済組合費負担率の変更等によって生じた人件費の不足分を予算措置するものでござい

ます。２目施設整備費は、１，３２６万５千円の減額であり、西分署関連事業費と車

輌３台購入事業費等の確定により生じた契約差額分を減額するものでございます。７

款諸支出金１項１目財政調整基金費は、１億４，９８２万４千円の増額であり、一般

会計を含めた各会計繰越金の未補正分や財政調整基金利子増額分、組合預金利子増額

分を積み上げるものでございます。議案説明資料の８ページをご覧願います。

ここに示されている表でありますけれども、消防費負担金増額分のうち、仮称西分

署事業分に係る説明資料であります。合併特例債を活用することにより、後年度を含

めた構成市町の負担は大幅に軽減されるということになります。

次に 議案第１０号 平成１９年度大曲仙北広域後三年更生園特別会計補正予算 第「 （

２号 」についてご説明申し上げます。）

補正予算書の１４ページをお開き願います。議案説明資料は９ページからとなりま

す。今回の補正は、平成２０年３月末日の会計廃止に向け、繰越金が生じないような

歳入歳出の補正を実施するものであります。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２，９２４万２千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ２億５，８３２万円とするも

のであります。

歳入からご説明させていただきます。補正予算書の１９ページをお開き願います。

１款自立支援費は、７１９万１千円を実績に合わせて増額するものでございます。

内訳は、施設入所分が７９６万５千円の増額、短期入所分が７７万４千円の減額で

あります。２款分担金及び負担金は、７７万３千円の減額であります。内訳は、施設

入所分が５６万３千円、短期入所分が２４万４千円のそれぞれ減額、日中一時支援事

業分は３万４千円の増額となっております。５款繰越金は、２，２６８万９千円の増

額であり、前年度繰越金を全額計上するものでございます。６款諸収入は、１３万５

千円の増額であり、日中一時支援事業に係る市町村からの受託金額に増額が見込まれ

るものでございます。

次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書の２１ページからとなります。

１款事務費は、５５９万１千円の減額であり、その主な内訳は、人事異動に伴う人

件費の不用額と、実績見込みによる旅費、需用費、役務費等の減額であります。２款

事業費は、８４万２千円の減額であり、この内訳につきましても、需用費の減額が主

なものとなっております。４款諸支出金１項１目一般会計繰出金は、３，６１７万５

千円の増額であり、繰越金を含んだ歳入増額分及び歳出の減額分を、一般会計に繰り

。 、出した上で財政調整基金に積み立てるものでございます ５款予備費につきましては
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全額を減額するものであります。

次に 議案第１１号 平成１９年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計補正予算 第「 （

２号 」についてご説明申し上げます。）

補正予算書は２６ページ、議案説明資料は１１ページとなります。

今回の補正は、事務費と諸支出金の増額補正を行うものであり、歳入歳出予算の総

， 、 ，額に歳入歳出それぞれ２ １００万７千円を追加し 補正後の総額をそれぞれ２億６

９０８万３千円とするものであります。

歳入からご説明いたします。補正予算書は３１ページであります。６款繰越金は、

２，１００万７千円の増額であり、前年度繰越金を全額計上するものであります。

次に、歳出でありますけれども補正予算書の３２ページをご覧願います。

１款事務費は、３２４万７千円の増額であります。内訳は、異動等に伴う人件費不

足分であり、繰越金を財源とした予算措置をお願いするものであります。７款諸支出

金１項１目一般会計繰出金は、１，７７６万円の増額であり、繰越金補正額から人件

費充当額差引分を一般会計に繰り出し、財政調整基金に積み立てるものであります。

次に「議案第１２号 平成１９年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計

補正予算（第１号 」についてご説明申し上げます。）

補正予算書は３５ページ、議案説明資料は１２ページとなります。

今回の補正は、諸支出金の増額補正を行うものであり、歳入歳出予算の総額に歳入

歳出それぞれ２４１万４千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ１，８６２万４千円

とするものでございます。

歳入からご説明いたします。補正予算書の４０ページです。４款繰越金は、２４１

万４千円の増額であり、前年度繰越金を全額計上するものであります。

次に、歳出についてご説明申し上げます。補正予算書の４１ページとなります。

３款諸支出金１項１目一般会計繰出金は、２４１万４千円の増額であります。繰越

、 。金補正額分を一般会計に繰り出しまして 財政調整基金に積み立てるものであります

次に「議案第１３号 平成１９年度大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算（第２

号 」についてご説明申し上げます。）

補正予算書は４２ページ、議案説明資料は１３ページからとなります。

今回の補正は、総務費と保険給付費は減額、地域支援事業費、基金積立金、諸支出

金につきましては増額するものであり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億

６，１１７万９千円を追加いたしまして、補正後の総額をそれぞれ１１７億４９万円

とするものであります。

歳入からご説明いたします。補正予算書の方は４７ページからとなります。１款介

護保険料は、１，４８４万８千円の増額であり、第１号被保険者に係る収納実績の増

によるものであります。

２款分担金及び負担金１項１目市町村負担金は、３，３４５万５千円の減額であり
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ます。

内訳は、１節介護給付費負担金の減額は給付実績の減、２節地域支援事業費負担金

の増額は事業実績の増、４節事務費負担金の減額は事務経費の減によるものでありま

。 ， 、す ４款国庫支出金１項国庫負担金１目介護給付費負担金７ ３２７万６千円の減と

２項国庫補助金１目調整交付金１，６０２万９千円の減は、いずれも給付実績の減に

。 、よるものであります 同じく国庫補助金２目地域支援事業交付金５１万３千円の増は

事業実績によるものであり、その内訳は、介護予防事業分が３１６万８千円の増、包

括的支援事業・任意事業分は２６５万５千円の減となっております。今回新たに２項

国庫補助金に新設する３目介護保険事業費補助金には、介護保険法改正に伴うシステ

ム改修費補助金として２１５万３千円を計上するものであり、補助率は事業費の５０

％となっております。５款県支出金１項県負担金１目介護給付費負担金は１７７万４

千円の減額、２項県補助金１目地域支援事業交付金は２５万６千円の増額であり、そ

の内訳は、介護予防事業分が１５８万３千円の増、包括的支援事業・任意事業分は１

３２万７千円の減であります。６款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金は７，

１５８万６千円の減額、２目地域支援事業支援交付金は、予防事業実績の増に伴い３

９２万８千円を増額するものでございます。なお、この５款及び６款の補正は、すべ

て保険給付費と地域支援事業費の実績に伴う増減であります。９款繰越金は、前年度

繰越金を全額計上するものであり、３億３，５６０万１千円の増額であります。

次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書の方は５０ページからとなりま

す。１款総務費１項１目一般管理費は、４３０万６千円の増額であり、介護保険法改

正に伴うシステム改修経費を予算措置するものであります。３項１目介護認定審査会

費５０万円の減は、介護認定申請件数の減により生じた認定審査会委員報酬不用分を

減額するものであります。２目認定調査等費６５０万円減は、介護認定申請件数の減

や介護認定調査の自前実施により、当該経費に不用が生じたことによるものでありま

す。なお、これら１款総務費の減額により、歳入２款分担金及び負担金１項１目市町

村負担金の４節事務費負担金が減額となるものであります。２款保険給付費１項１目

介護サービス給付費は、２億１，２２６万９千円の減額であります。この理由は、居

宅介護サービス事業所の新規開設数や地域密着型有料老人ホーム及び小規模多機能型

居宅介護施設の稼働率が、いずれも見込みを下回ったことによるものであります。２

目介護予防サービス給付費４，８３６万３千円の減につきましても、利用実績が見込

みを下回ったことが原因であります。４項１目特定入所者介護サービス費２，９７１

万２千円の増は、給付の伸びが見込まれるために増額となっております。なお、２款

保険給付費全体では２億３，０９２万円の減額となっており、これにより、歳入２款

分担金及び負担金１項１目市町村負担金の１節介護給付費負担金、４款国庫支出金１

項１目介護給付費負担金、５款県支出金１項１目介護給付費負担金、６款支払基金交

付金１項１目介護給付費交付金が、法定割合によってそれぞれ減額となるものであり
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ます。３款地域支援事業費１項１目介護予防事業費は、１，２６７万１千円の増額で

あります。これは構成市町と組合における事業実績は見込みを下回ったものの、地域

包括支援センターの人件費計上額を増額したことによるものでありますが、増額する

ことにより構成市町の実質負担は軽減されることとなるものであります。２目包括的

支援事業・任意事業費は、６５５万５千円の減額であり、事業実績の減等によるもの

であります。なお、３款地域支援事業費は全体では６１１万６千円の増額となってお

り、これによって歳入２款分担金及び負担金１項１目市町村負担金の２節地域支援事

業負担金、４款国庫支出金２項２目地域支援事業交付金、５款県支出金２項１目地域

支援事業交付金、６款支払基金交付金１項２目地域支援事業支援交付金が、法定割合

によってそれぞれ増額されるものであります。６款基金積立金１項１目介護給付費等

準備基金積立金は、２億２，６３８万９千円の増額であります。給付費の減に伴う保

険料差額分等を、今後の給付費に充てる財源として積み立てるものであります。８款

諸支出金１項２目償還金は、１億４４万８千円の増額であります。内訳は、平成１８

年度実施したシステム改修事業等に係る国庫補助金の精算に伴う返還金や、平成１８

年度給付費及び地域支援事業費負担金等の精算に伴う国・県への返還金であり、いず

れも前年度繰越金を財源とするものであります。２項１目一般会計繰出金は、６，１

８４万円の増額であります。繰越金を全額計上し、一般会計に繰り出した後、財政調

整基金に積み立てるものであります。

次に「議案第１４号 平成１９年度大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負担金の

一部変更について」ご説明申し上げます。

議案説明資料の１６ページをご覧頂きたいと思います。

本案は、大曲仙北広域市町村圏組合組合規約第１１条第２項の規定により、平成１

９年第１回定例会で議決をいただきました議案第２３号の一部変更について、議案記

載のとおり議会の議決を求めるものであります。

ただいまご説明いたしました、議案第９号大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正

予算（第２号）を受け、消防費負担金については１，９９４万円を増額し、また、議

案第１３号大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算（第２号）を受けまして、介護保

， 、 、険費負担金については３ ３４５万５千円を減額して 平成１９年度の負担金総額を

大仙市２４億１，３３０万５千円、仙北市８億７，１４１万３千円、美郷町６億２，

５５２万７千円、合計３９億１，０２４万５千円とさせていただくものであります。

以上、議案第９号から議案第１３号までの平成１９年度２月補正予算と、議案第１

４号平成１９年度組合経費に係る負担金の一部変更についてご説明申し上げました

が、よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 （大坂義徳君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）
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質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第９号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１０号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１１号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１２号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１３号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１４号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第１７「議案第１５号 平成２０年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予

算 、日程第１８「議案第１６号 平成２０年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計」

予算 、日程第１９「議案第１７号 平成２０年度大曲仙北広域休祭日救急医療セン」

ター特別会計予算 、日程第２０「議案第１８号 平成２０年度大曲仙北広域介護保」

険特別会計予算 、日程第２１「議案第１９号 平成２０年度大曲仙北広域市町村圏」

組合経費に係る負担金について」の５件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。鎌田副管理者。

副管理者 （鎌田榮治君）
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議案第１５号から第１８号までの平成２０年度当初予算と、議案第１９号の平成２

０年度組合経費に係る負担金について、一括してご説明申し上げます。

予算案につきましては、地方自治法第２１１条第１項の規定に基づき、当組合にお

ける一般会計と３特別会計、合わせて４会計の平成２０年度当初予算について、議会

の議決をお願いするものでございます。

それでは、はじめに議案説明資料の１７ページをお開きたいと思います。

はじめに総括表をご覧願います。全会計の総額でありますが、１４９億５０７万５

千円となっております。前年度当初比較で３億５，２１８万２千円、率にして２．４

２％の増となるものであります。このうち、一般会計と介護保険特別会計が大幅な増

となっておりますが、一般会計では、仮称西分署の建築工事費計上による消防費の伸

びや、社会福祉法人運営となる後三年更生園に対する助成経費として民生費の計上、

介護保険特別会計では、保険給付費や地域支援事業費の伸びによるものであります。

後三年更生園特別会計は、先の条例案説明でも申し上げましたが、平成１９年度末で

廃止となるものであります。

それでは、各会計毎の主な項目について、順次ご説明をさせていただきますが、議

案説明資料と予算書を参照しながらお聞きいただきたいと存じます。

はじめに「議案第１５号 平成２０年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予算」

についてご説明申し上げます。予算書の１ページをお開きください。一般会計予算の

総額は、歳入歳出それぞれ２７億１，０５９万３千円で、前年度当初比較で１億６，

７３０万７千円、率にして６．５８％の増となっております。

歳入からご説明いたしますので、予算書の方は６ページからご覧願います。

１款 分担金及び負担金は、２５億２，８０９万６千円であります。事務費、斎場

費、病院群輪番制事業費、へい獣保冷センター費、消防費、社会福祉法人助成費に係

る負担金を構成市町に求めるものであり、歳入総額の９３．３％を占めております。

うち、消防費負担金が２億８４２万８千円の増と突出しておりますが、これは、仮称

西分署建築の財源を構成市町起債の合併特例債に求め、広域としての予算は全額構成

市町負担金となったことによるものであります。先の１９年度補正予算説明でも申し

上げましたとおり、これにより構成市町の実質負担額は大幅に軽減される見込みであ

ります。また、消防費負担金２３億３，５０１万１千円には、１，７６３万５千円の

特別負担金が含まれており、主な内訳としましては、１つ目としまして、仮称西分署

建築事業の外構舗装工事に係る一般財源のうち、消防団訓練用地分として、１，０６

０万円の大仙市負担、２つ目には１８年度に実施した、大曲消防署に配備しているは

しご付消防自動車改修事業に係る償還費として、２６３万５千円の大仙市負担、３つ

目には１９年度に実施の、田沢湖分署に配備しているはしご付消防自動車改修事業に

係る償還費として、２２２万９千円の仙北市負担、などとなっております。また、社

会福祉法人助成費負担金４，２７７万３千円は、後三年更生園の設置経営を引き継ぐ
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「水交会」への助成経費負担金を新規計上するものであります。２款 使用料及び手

数料は、２，２７５万５千円であります。このうち、３つの斎場の使用料が２，０１

５万円のほか、へい獣保冷センターの使用料と手数料、危険物貯蔵設備の検査手数料

などであります。４款 繰入金は、１億３千円となっております。説明資料の２５ペ

ージをご参照願いたいと存じますが、基金繰入金は、一般会計及び各特別会計の財源

充当分として財政調整基金を取り崩すものであります。平成２０年度は、一般会計で

は前年度比較１，１００万円、後三年更生園特別会計は５００万円、角間川更生園特

別会計で５００万円、救急医療特別会計は１００万円のいずれも減、介護保険特別会

計は同額、総額で２，２００万円減の１億円となっております。今後の基金残高見込

等を考慮した結果の減額でありまして、ご理解いただきたいと存じます。

議案説明資料は１７ページにお戻り願います。各特別会計繰入金は、１９年度決算

に伴って生じる繰越金を、財政調整基金に積立てるために繰り入れるものであり、当

初予算におきましては存置計上としております。議案説明資料の１８ページをお開き

ください。５款繰越金は、前年度繰越金として存置の計上となっております。６款諸

収入は、５，９７３万７千円であります。例年計上している県消防学校等への派遣職

員人件費交付金や秋田自動車道救急業務支弁金などのほか、社会福祉法人水交会に貸

し付ける運用財産３，８００万円の返還金を新たに予算計上しております。

続いて、歳出をご説明いたします。予算書では１０ページからになります。１款

議会費は、５６万６千円で、内訳は、議員報酬と費用弁償であります。２款 総務費

は、８，２９９万２千円であります。一般管理費では、人件費が６，５６８万１千円

と７９．２％を占めており、他に事務経費と、交流センター内の事務所経費として大

仙市への負担金９４万円や職員互助会交付金２００万円を計上しております。監査委

、 、 。 、 ，員費は 報酬や費用弁償等 １１万３千円の計上でございます ３款 民生費は ８

０７７万３千円で新設であります。昨年１２月３日開催した議員全員協議会でご説明

申し上げましたとおり、新規設立社会福祉法人「水交会」に対し、法人設立当初の運

用財産として、貸付金、寄附金合わせて４，８００万円、また、派遣職員の人件費差

額分や移転改築に係る実施設計費などの関連費用補助金として、３，２７７万３千円

を助成するものであります。なお、貸付金３，８００万円につきましては広域組合の

資金運用による対応が可能でありますので、構成市町に負担は生じない予算編成とし

ております。４款 衛生費は、８，８９１万９千円であります。斎場費は、６，４０

７万９千円で、職員４人の人件費や２人の職員派遣委託料のほか、職員の定年退職に

備えた見習い臨時職員の６ヶ月分賃金、毎年度実施している火葬炉の補修工事費、火

葬用燃料費が主な経費であります。燃料単価の著しい高騰により、燃料費は前年度当

初比較で２３０万円の増となっております。病院群輪番制事業費は、２，４８４万円

で、仙北組合総合病院、大曲中通病院、角館総合病院に対する事業費補助金でありま

す。５款 農林水産業費は、４６２万６千円で、へい獣保冷センターに係る経費であ
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ります。各種修繕の前倒し実施等により、歳出予算総額は１４．１％の減となってお

ります。６款消防費は、２２億９，３９２万７千円で、前年度当初比較で８，８３７

万４千円の増となっております。常備消防費は、２０億９，８６２万７千円で、前年

度当初比較で１，７１８万４千円の増となっており、人件費の占める割合が９４．０

％となっております。主な新規事業等を申し上げますと、支給後１０年以上経過した

防火衣更新１００着のリース料として１８０万８千円、広域組合も共催で１０月開催

される緊急消防援助隊合同訓練に係る時間外勤務手当が、延べ１，５００時間分とし

て３３０万５千円などとなっております。また、斎場同様、燃料単価の高騰により、

燃料費は前年度当初比較で約２１４万円の増額となっておりますし、救急救命士２人

の養成経費として４７２万円を計上しております。次に、施設整備費は、１億９，５

３０万円で、前年度当初比較で７，１１９万円の増となっております。これは、広域

消防体制の再編成計画に基づく仮称西分署建築工事費の計上によるものであります。

用地関連事業を実施した１９年度に引き続き、２０年度におきましては本体建築工事

等を実施するものでありまして、内訳は、本体工事費１億３，５１３万５千円、鉄骨

。 ， ， 。造り２階建６５０㎡ 外構舗装等工事費１ ３２５万円２ ５００㎡分でございます

うち消防団分が２，０００㎡かかっております。消雪工事費として４４１万円。電話

工事費１００万円。多目的訓練施設建築費、３，３７０万５千円、ＲＣ造３階建て。

指令端末機移設費１５０万円。庁用備品一式購入費３００万円。基地局無線機購入費

３００万円となっております。また、女子職員の採用に配慮いたしまして、更衣室改

。 。修費として３０万円を計上しております 議案説明資料の１９ページをご覧ください

７款公債費は、８，５７８万５千円であります。平成１６年度実施の南分署建築事業

や１９年度実施の田沢湖分署配備はしご車改修事業の元金償還が始まることにより、

前年度に比較して９９２万９千円の増額となっております。８款諸支出金、７，１０

０万５千円は、基金取崩分の各特別会計への繰出分等であります。９款予備費は、前

年度同額の２００万円の計上であります。

次に「議案第１６号 平成２０年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計予算」につ

いてご説明いたします。予算書の２５ページをお開き願います。

予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億５，１８３万４千円で、前年度当初比較で６

３７万９千円の増となっております。

歳入からご説明いたします。予算書の方は３０ページからご覧願います。

１款自立支援費は、１億６，６５５万６千円で、施設入所分、短期入所事業分及び

グループホームに係る共同生活援助事業分を計上しております。２款分担金及び負担

金は、５，２５３万４千円であります。構成市町負担金１，４１７万９千円は、前年

度当初比較で７１６万９千円の増としておりますが、これは、前年度において負担金

の総額調整のため充当した財政調整基金取崩額を減額したこと等によるものでありま

す。利用負担金３，８３５万５千円は、施設入所分のほか、各種事業に係る利用者の
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負担分であります。３款県支出金は、障害児等療育支援事業県委託金として４６７万

３千円の計上であります。前年度当初比較では１６７万３千円の増でありますが、実

績との比較では県側の方針によって１０％の減としております。５款繰入金は、１，

０００万円で、前年度当初比較５００万円の減であります。議案説明資料の２０ペー

ジをご覧願います。７款諸収入は、１，８０６万９千円であります。民生費受託金の

相談支援事業分と障害児集団訓練事業分は、歳出４款地域療育等支援事業の一環とし

て大仙市から受託するものであります。放課後生活支援事業分と日中一時支援事業分

は、利用者居住市町村からの受託分であります。入所利用者作業収入額７２３万９千

円の内訳は、スノーポールの売上げ等となっております。

続いて、歳出をご説明いたします。予算書の方は３３ページからご覧願います。

１款事務費は、１億８，２５６万８千円であり、前年度当初比較で６５０万１千

円の増であります。職員１９人の人件費が８８．１％を占めておりまして、異動等に

よる人件費増額分が８４２万９千円となっております。その他の事務経費の内訳は、

臨時・嘱託賃金や消耗品費、借上料、研修旅費等でございます。２款事業費は、５，

３４６万７千円であります。各種経費の節減等により、前年度当初比較で１４５万８

千円の減としております。内訳は、調理業務委託料が３，０７７万円のほか、光熱水

費や利用者の作業に係る経費等であります。３款共同生活援助事業費２９６万４千円

は、角間川更生園がバックアップ施設となって運営しております「グループホームか

わみなと寮 、５人入所でございますけれども、これに係る経費で、内訳は、世話人」

。 、 。の賃金等でございます ４款地域療育等支援事業費は ８４３万５千円でございます

圏域内で暮らす障害児・者の外来療育や相談支援を主とする事業で、県や大仙市との

委託契約に基づいて実施する事業であります。臨時・パート賃金や、事業の拠点とし

ている「地域サポートセンター」の維持管理費が主たる経費であります。５款放課後

生活支援事業費は、３４５万６千円であります。大曲養護学校児童・生徒の放課後や

夏・冬休み期間中の支援をする事業で、市町村から受託するものであります。経費の

内訳は、パート賃金等であります。６款公債費は、４４万３千円であります。平成１

０年度に実施した大規模修繕事業債の元利償還金であり、平成２０年度が償還の最終

年度であります。

次に「議案第１７号 平成２０年度大曲仙北広域休祭日救急医療センター特別会計

予算」についてご説明申し上げます。

議案説明資料は２１ページ、予算書の方は４６ページになります。

予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５７２万３千円であります。

歳入を説明いたしますので、予算書の方は５１ページでございます。１款分担金及

び負担金は、構成市町負担金で９６５万７千円、２款診療収入は５０３万９千円等と

なっております。

歳出につきましては、予算書の方は５３ページからとなります。１款衛生費は、前
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年度当初比較で４８万６千円減の１，２５８万４千円であります。医師・薬剤師派遣

委託料や看護師・事務員賃金が主なものでありますが、診療日数が前年度より１日減

となることや、その他経費の見直しによりまして、減額となったものであります。２

款から４款につきましては、前年度とほぼ同額の計上であります。なお、本予算につ

きましては、通常の年間予算として編成したものでありますが、管理者の行政報告に

もありますとおり、センターの機能移転について、この後の議員全員協議会において

ご説明申し上げますので、ご協議を賜りたいと存じます。

次に「議案第１８号 平成２０年度大曲仙北広域介護保険特別会計予算」について

ご説明申し上げます。

議案説明資料は２２ページ、予算書の方は５６ページになります。

、 ， 、 、予算の総額は 歳入歳出それぞれ１１９億２ ６９２万５千円で 前年度に比較し

４億７８３万２千円、率にして３．５４％の増となっております。

歳入からご説明いたします、予算書の方は６１ページからになります。

１款介護保険料は、１９億９，９６７万２千円で、前年度比１，２５６万３千円、

率にして０．６％の増であります。２款分担金及び負担金は、１６億７，８１９万７

千円で、前年度当初比較７，０８６万１千円、４．４％の増となっております。財政

調整基金からの充当を前年度同額の６，０００万円としてもなお、構成市町の増額負

担が必要となるものであります。３款使用料及び手数料３０万１千円は、介護保険料

の督促手数料等であります。４款国庫支出金、５款県支出金、６款支払基金交付金に

つきましては、歳出２款保険給付費、３款地域支援事業費、４款民生費に対して、法

定割合によって算出される補助金、負担金、交付金であります。８款繰入金は、１億

３０万８千円であります。介護給付費等準備基金繰入金４，０３０万８千円は保険料

の補填分として、一般会計繰入金６，０００万円は構成市町負担金の補填分として財

政調整基金からそれぞれ繰り入れるものでございます。９款繰越金は、保険料の歳出

還付金充当分などとして、１００万円の計上であります。

続いて、歳出をご説明いたしますが、議員説明資料の２３ページをご覧願います。

予算書の方は６６ページからになります。１款総務費は、２億５，７５２万９千円

で、前年度比較２，１４５万３千円の増であります。一般管理費は、職員１６人の人

、 、件費自然増や 平成２１年度から２３年度までの第４期介護保険計画策定経費の計上

介護保険システム用プリンター１８台更新経費の計上等により約５４０万円の増とな

っております。介護認定審査会費と認定調査等費では、認定申請件数の増に伴う認定

審査委員報酬や主治医意見書作成手数料の増額、導入後８年を経過する文書ファイリ

ングシステム更新経費の計上、新規認定調査の保険者実施に伴う嘱託調査員３人増員

経費の計上等によりまして、約１，６００万円の増額を要するものであります。２款

保険給付費は、１１２億４，３４０万７千円で、前年度当初比較で２億２，４８６万

、 ． 。 ， 、１千円 率にして２ ０％の増であります 介護サービス給付費５ ７７０万円増は
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１９年６月大仙市に開設した特別養護老人ホームのフル稼働や、地域密着型介護サー

ビス事業所数の増加等によるものであります。介護予防サービス給付費につきまして

は、利用対象者である要支援者の増が見込まれ、これに伴って給付費も伸びると予想

されるものであります。高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費の増額につ

きましては、施設利用の伸びが要因となっております。次に議案説明資料の２４ペー

ジをお開きください。３款地域支援事業費は、３億３，７３２万６千円で、前年度比

較１億６，２９５万円、率にして９３．４％の大幅な増となっております。予防事業

費の増につきましては、地域包括支援センター人件費の増加や、１９年度まで市町村

が老人保健事業の一環として実施していた生活機能評価の介護保険事業への移行が要

因でございます。包括的支援事業・任意事業費の増につきましても、人件費の増額に

よるものでございます。このように、地域支援事業費は増額となり、構成市町の広域

への負担も形式上は増加しますが、各構成市町においては、実質的には、介護保険の

地域支援事業への予算計上により、国・県・社会保険診療報酬支払基金の補助対象と

なることから、人件費分で約４，７００万円、生活機能評価分で約２，３００万円の

負担軽減が図られる計算となております。４款民生費は、低所得者に対する交付事業

費として１７７万９千円の計上であります。５款財政安定化基金拠出金、１，１１７

万４千円は、介護保険財政の安定化のために県が設置している「財政安定化基金」へ

の拠出金でございます。７款公債費は、５，４７０万１千円であります。財政安定化

基金償還金は、３年償還となっておりまして、１７年度に借り入れた１億６，０００

万円の１/３相当額の計上であります。９款予備費は、２，０００万円の計上であり

ます。

以上、議案第１５号から第１８号までの、平成２０年度当初予算についてご説明申

し上げましたが、引き続き「議案第１９号 平成２０年度大曲仙北広域市町村圏組合

経費の負担金」についてご説明申し上げます。

議案説明資料の２６ページをお開きください。

本案は、大曲仙北広域市町村圏組合組合規約第１１条第２項の規定により議会の議

決を求めるものであります。 議案第１５号から議案第１８号までの平成２０年度当

初予算に伴う負担金であり、その詳細につきましては予算説明で申し上げております

ので、ここでは総額ベースのご説明をいたしたく、議案説明資料の３２ページの比較

増減表をご覧願います。負担金総額では、前年度当初比較で３億６３６万９千円、率

にして７．８１％増の４２億３，０１２万９千円となるものであります。これを、各

負担割合により算定した結果、大仙市は前年度当初比１億９，３３３万３千円

増の２６億１，３３６万９千円、仙北市は前年度当初比６，３７１万３千

円増の９億３，８９１万３千円、美郷町は４，９３２万３千円増の６億

７，７８４万７千円の各負担金となっておるものでございまして、構成比で申し

上げますと大仙市は６１．８％、仙北市は２２．２％、美郷町は１６％となるもので
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ございます。前年度当初比較で３億円以上の大幅な増額となっておりますが、仮称西

分署建築事業分に係る合併特例債額や、介護保険生活機能評価事業の地域支援事業へ

の移行や包括支援センターの人件費計上額を増やしたことによる軽減額を差し引く

と、実質約６，４００万円の増に抑えられている計算になります。構成２市１町の厳

しい財政事情を勘案いたしまして、燃料単価高騰等の特別要素を除いた経常経費につ

きましては１３．５６％の減額、また管理職手当の２０％削減などを図っており、構

成市町負担金の増加を極力抑えた予算としたものでありますので、よろしくご理解を

賜りますようお願い申し上げます。

以上、議案第１５号から議案第１８号までの平成２０年度大曲仙北広域市町村圏組

合一般会計並びに各特別会計予算と、議案第１９号の平成２０年度大曲仙北広域市町

村圏組合経費の負担金について一括してご説明申し上げましたが、よろしくご審議の

うえ、ご承認賜りますようお願い申し上げまして説明を終わらせていただきます。

議 長 （大坂義徳君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第１５号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１６号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１７号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１８号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１９号」を採決いたします。
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本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決されました。

以上をもって、今期定例会の日程はすべて終了いたしました。

これにて、平成２０年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を閉会いたしま

す。


